
　出雲市ポイ捨て禁止推進協議会では、今年度も「環境美化表彰」、「ポイ捨て禁止キャンペー
ン」、「出雲市 18 万人ポイ捨て一掃大作戦」、「不法投棄防止パトロール」を実施しました。「出
雲市飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例」（通称：ポイ禁条例）を制定してから
15 年が経過しました。しかし、依然として空き缶、たばこの吸い殻などのポイ捨て、飼い犬
のふんの放置などが後を絶ちません。「ごみは、捨てない、持ち帰る」「飼い犬のふんの後始末
をする」を心がけ一人ひとりがマナーを守り、きれいな出雲市にしましょう。

　昨年６月に大社町「神門通り」、８月に道の駅「キララ多伎」、
10月に「出雲市中心商店街（2013夢フェスタinいずも会場）」
で観光客・買い物客・ドライバーに啓発用品を配り、ポイ捨
て禁止とマナーの向上を呼びかけました。
　その後、周辺のごみを拾い、ポイ捨てのない出雲市になる
ようＰＲしました。
　ポイ捨てをしない、させない意識を市民一人ひとりが持ち、
実践・行動していくことが大切です。
　３月21日（金・祝）には、道の駅「湯の川」で行う予定です。

　10 月を「ポイ捨て禁止月間」として、きれいなまちづくりを目指し、自宅周
辺や道路等に落ちている空き缶やたばこの吸い殻などのポイ捨てごみを拾う運動
を展開しました。
　今年度は、個人・町内会・企業・学校・ボランティアグループなど、合わせて
10,718 人の方々の参加報告がありました。ご協力ありがとうございました。

出雲大社勢溜でのキャンペーン活動

出雲市ポイ捨て禁止推進協議会

＊みやまえの会（大社町）…日御碕宮前地区内の道路などの清掃
＊野津　清（大社町）………鵜峠地区内の道路などの清掃
＊青野自治会婦人部（多伎町）…小田地区内の道路などの清掃
＊鰐淵小学校ＰＴＡ（河下町）…唐川川の環境美化
＊妹尾　悟（佐田町）……一窪田地区内の公園の整備や花の植栽
＊稗原地区商工振興会（稗原町）…稗原地区内の道路などの清掃

ポ イ　  だより○禁
～一人ひとりがマナーを守って美しいまちに～

環境美化活動の推進に顕著な功績のあった６個人（団体）に環境美化表彰

ポイ捨てはやめよう！！ ポイ捨て禁止キャンペーン実施

出雲市18万人ポイ捨て一掃大作戦

平成25年度　被表彰者・功績内容（敬称略）
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　昨年 11 月に多伎・湖陵地域の不法投棄
多発場所を中心に、協議会委員、出雲警
察署、県産業廃棄物協会、地元の環境保
全連合会・コミュニティセンターのみなさんにご協力いただき、「不
法投棄防止パトロール」を実施しました。比較的人家に近い、車の寄
せやすい場所、雑草が生い茂ったところに、家庭ごみなど多くのごみ
が不法投棄されていました。

　不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）で禁じ
られています。
　違反した場合、５年以下の懲役または1,000万円（法人の場合は３億円）
以下の罰金が科せられます。

☆不法投棄を見かけた方は…
　不法投棄者の特徴や車両ナンバー、場所、種類などを通報してください。
　現場保存のため、不法投棄された廃棄物はそのままにしておいてください。

出雲署管内の検挙件数　
（平成25年）　

６ 件

飼い犬のふんを放置することは、条例で禁止されています。
　散歩のときはふんを片付けるための用具を携帯し、ふんは、必ず持ち帰って
処分しましょう。（埋めたり、河川等に捨ててはいけません。）
　後始末をしない無責任な飼い主の行動で、周囲の人が不快な思いをしてい
ます。
　みんなが気持ちよく過ごせるよう、「犬のふんは放置しない」というルール
を守りましょう。

おたずね／出雲市ポイ捨て禁止推進協議会（事務局：環境政策課）
☎21-6535　　FAX21-6597

通報は→お近くの交番・駐在所または出雲警察署（☎24－0110）へ

ポ イ　  だより○禁

不法投棄は法律で禁止されています

地道な活動で撲滅を！！不法投棄防止パトロール実施

犬のふんは飼い主が責任を持って片付けましょう！！

家電リサイクル法に基づき
リサイクル料を支払って適正な処理を !!

テレビ、エアコン、冷蔵庫、
洗濯機などを処分するとき
は、小売店またはメーカーに
引き取ってもらいましょう。

引越しなどで生じた一時多量
ごみの処理は、処理施設へ直
接搬入するか収集運搬許可業
者に依頼しましょう。
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